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１．本報告書について 

 

本報告書は、舟木鑑定には重大な測定技術上の瑕疵がある為、その対象であった横

浜市金沢区内の木造戸建住宅において再度測定を行い、その結果と舟木鑑定を比較

し結果をまとめたものである。 

 

書面の略語は以下の通りである。 

 

舟木鑑定書：平成 23 年 2 月 21 日付「広帯域電力線搬送通信設備の漏洩電波の電界

強度等の測定に関する鑑定報告書」 

舟木鑑定測定データ：上記測定データ類 

舟木鑑定要旨：平成 23年 2 月 21 日付「広帯域電力線搬送通信設備の漏洩電波の電

界強度等の測定に関する鑑定要旨」 

舟木回答：平成 23 年 3月 18 日付「異議申立人「鑑定報告書等について追加報告を

求める上申書」に対する回答」 

舟木鑑定：上記を総称したもの 

 

測定業務請負：入札案件「広帯域電力線搬送通信設備の漏洩電波の電界強度等の測

定の業務請負」（契約番号：0049－0096） 

情報通信審議会答申：平成 18 年 6 月 20 日付「平成 18 年度情報通信審議会答申」

技術基準：広帯域電力線搬送通信設備の技術基準 

 

周囲雑音：勧告 ITU-R P.372 に定義されている電波雑音で、空電等による自然雑

音と、人間の活動に依存する人工雑音から成る。意図的に放射し情報を送受してい

る放送波や通信波は含まれない。JIS 規格にも同様の定義がある。 

 

以下、舟木鑑定との比較を容易にする為に、舟木鑑定の該当頁を引用し、同鑑定が

重大な技術上の瑕疵を有している事を証明する。 
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２． 測定実施場所及び測定実施日時 

 

神奈川県横浜市金沢区内の木造戸建住宅 

測定実施日時：平成 23年 3 月 31 日 午前 10時～午後 6時  

天候：晴れ一時雤 

 

３． 測定対象機器 

３－１．測定実施場所に於いて測定を実施した広帯域電力線搬送通信機器即ち対象 PLC 

モデムは、以下の通りである。 

 １）形式名  ：BB-Z001A（機器名：HN-VA10S） 

   方式   ：Home Plug 

   メーカ  ：シャープ株式会社 

   形式指定 ：平成 20 年総務省告示第 239 号 

   ノッチフィルタ：あり 

  

  注：舟木鑑定の測定では、HN-VA40S を使用し LAN が 4 ポートの製品であるが、 

    秋葉原で入手が出来なかった事により、今回の測定では、LAN が 1 ポートの 

    製品を使用した。この製品は、LAN のポート数が相違するのみで同等の製品で  

    ある。 

 

 ２）形式名  ：PL2-UPA-L1 

   方式   ：UPA 

   メーカ  ：株式会社バッファロー 

   形式指定 ：平成 2１年総務省告示第 135 号 

   ノッチフィルタ：あり 

 

 ３）形式名  ：BL-PA510 

   方式   ：HD-PLC 

   メーカ  ：パナソニックコミュニケーションズ株式会社 

   形式指定 ：平成 20 年総務省告示第 649 号 

   ノッチフィルタ：あり 
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３－２．測定実施場所に於いて使用した PLC モデム等の接続 

 
 

 
    
       図 1 PLC モデム及び PC 接続方法 

 
１） AC100V は、同一壁面コンセントから供給した。 

２） １階から２階へパソコン間で動画ファイルを転送し、PLC モデムからの漏洩電波

の電界強度を測定した。 

３） 横浜市金沢区内の住宅の屋内配線の１階と２階のコンセントの電源の配線は、単相

３線式の配線であり、違った相間即ち異相で PLC モデムが通信しデータ転送を行

っていた。 

４） 横浜市金沢区内の住宅の屋内配線では、コンセント専用とか電灯専用等と個別にそ

れぞれ布線されていて、一般的な住宅に見られる様な分岐の多い屋内配線とは、相

違している。 

 

３－３．測定実施場所に於いて使用したパソコン（以下、PC という）は下記の通りで

ある。 

１）１階で使用した PC   

 デスクトップ PC：DEL 社製 型式 DIMENSION 4800 

（図 6 参照） 

２）２階で使用した PC 

  ノート型 PC：IBM 社製 型式 Think Pad (Type 2656) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　.PLCモデム イーサネットケーブル 　PC

　　　　AC100V 　　　　AC100V
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４．測定実施場所に於ける電界強度測定用アンテナの設置場所 

４－１．神奈川県横浜市金沢区内の木造戸建住宅 

 

 
   

  図 2 アンテナ設置場所 

 

アンテナ設置場所 Aは、舟木鑑定書 7/107 頁のアンテナ設置場所 Bと同一場所である。 

 

 
図 3 アンテナ設置場所 A 点設置状況 

 

 
図 4 測定機器類搭載車両と被測定家屋

 
図 5 車両に搭載した測定機器類  

A

　道路

隣地
 
　　　　　　住宅

　測定距離
　A:　10m

　道路

隣地
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５．測定実施場所に於ける PLC モデム等の設置場所 

５－１．神奈川県横浜市金沢区内の木造戸建住宅 

１） １階の西南部屋 西中壁側コンセント付近 

  

 

 
図 6 PLC モデム及びデスクトップ PC 

設置状態        

 

PLC モデムは、図 6 の写真の左下へ設置

した。 

 

使用したデスクトップ PC は、写真中央

左の三脚の前の脇机の天板に搭載した通

信機の下の空間に設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２） ２階の東南部屋 東南角コンセント付近 

 PLC モデム及び PC の設置場所は、舟木鑑定書 9/107 頁の２階の東南部屋の東南角

コンセント付近と同様である。 
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６．測定実施方法及び測定機器表 

６－１．周囲雑音測定及び PLC モデムによる漏洩電界強度測定 

１） 測定器設定条件及び測定用アンテナ設定条件 

① 測定周波数     ：2MHz～30MHz 

② 分解能帯域幅（RBW）：10kHz Gaussian Top 

③ 測定ポイント    ：12804 点（7MHz 毎に 3201 点×4） 

④ 検波モード     ：Positive Peak 

Normal（周囲雑音測定時のみ） 

⑤ 平均化       ：Continuous Peak Hold 10 回以上 

             RMS 20 回（周囲雑音測定時のみ） 

⑥ アンテナ地上高   ：アンテナ下端地上高：1m 

 

２） 周囲雑音測定及び PLC モデムによる漏洩電界強度測定機器  

 

        表 1 電界強度測定機器表 

 
３） 測定機器接続図 

 

 
 

  図 7 電界強度測定用機器接続図 

 

４） 使用した測定機器使用電源 

木造戸建住宅の屋外コンセントから、20A 用 20m の電源ケーブルを経由し、車載

したノイズカットトランスを通して測定器へ供給、測定用アンテナ電源へは、ライ

ンフィルタを追加して供給した。 

測定機器名 メーカ名 型名
ベクトルシグナルアナライザ Agilent Technologies 89441A
アンテナ RF Systems DX-1Pro
減衰器　6dB Mini-Circuits CAT-6
トランス　50Ω 　1：1 Mini-Circuits FTB-1-6
同軸ケーブル　30m Fujikura RG-58A/U
同軸ケーブル　2m Fujikura RG-58A/U
同軸ケーブル　2m Fujikura RG-58A/U
同軸コモンモードフィルタ Time Technologies
ノイズカットトランス　1kVA Denkenｓeiki NCT-F1
ラインフィルタ Nemic-Lamuda GF133-R8
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舟木鑑定等では、該当頁無し 
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５） 同軸コモンモードフィルタ 

① 同軸コモンモードフィルタは、電源ラインを経由して測定機器の筺体へ誘起する高

周波雑音が、併用している長さ 30m の同軸ケーブルの外皮に誘起される事を減衰さ

せる為に使用し、またこの同軸ケーブルの外皮がアンテナとして作用する事を防止

し、電界強度の測定を正確に計測する目的で用いたものである。 

  

 

 
 図 8 同軸コモンモードフィルタ 

 

使用した同軸コモンモードフィルタは、 

インダクタンスが約 250μH であり、

2MHz に於けるインピーダンスは約 3kΩ、

15MHz では約 24kΩ、30MHz では 

約 47kΩである。 

誘起する高周波雑音を減衰する割合は、

2MHz 以上で、50÷3000＝1/60 となる。 

これを dB で表現すると、 

電力換算では－18dB 未満 

電圧換算では－36dB 未満 

誘起される高周波雑音を減衰させる効果

がある。

周囲雑音を実測し比較した結果、同軸ケーブルに誘起される高周波雑音の内、2MHz

では 10dB 以上、25MHz では 5dB 以上減衰し、改善効果がある事が分かった。 

 

② MIL-STD-461F の 107 頁の FIGURE RE102-6 では、以下の様にモノポールアンテ

ナに近接して接続する同軸ケーブルには、20MHz におけるインピーダンスが 20～

30Ωの Ferrite を被せて使用するように指定されている。 

 

  

  
  図 9 MIL-STD-461F のモノポールアンテナの設置図 
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６－２．コモンモード電流及びディファレンシャルモード電流測定 

１）測定器設定条件 

③ 測定周波数     ：2MHz～30MHz 

④ 分解能帯域幅（RBW）：10kHz Gaussian Top 

⑤ 測定ポイント    ：12804 点（7MHz 毎に 3201 点×4） 

⑥ 検波モード     ：Positive Peak 

⑦ 平均化       ：Continuous Peak Hold 10 回以上 

                 

２） コモンモード電流（CMI）及びディファレンシャルモード（DMI）電流測定機器

表 

 

        表 2 CMI/DMI 測定機器表 

 
   

３） 測定機器接続図 

 
       図 10 カップラと測定器接続図 

 

４） カップラ構成図 

 
       図 11 カップラ構成図 

 

５） 測定器使用電源 

木造戸建住宅の屋外コンセントから、20A 用 20m の電源ケーブルを経由し、車載

したノイズカットトランスを通して測定器へ供給した。 

 

 

 

測定機器名 メーカ名 型名

ベクトルシグナルアナライザ Agilent Technologies 89441A
カップラ　20dB Time Technologies
減衰器　10dB Mini-Circuits HAT-10
トランス　50Ω 　1：1 Mini-Circuits FTB-1-6
同軸ケーブル　30m Fujikura RG-58A/U
同軸ケーブル　2m Fujikura RG-58A/U
ノイズカットトランス　1kVA Denkenｓeiki NCT-F1

HP89441A

カップラ HAT-10 FTB-1-6

　RG-58A/U RG-58A/U

　30m

20dB ATT 10dB UBL/BL DC～2.65GHｚ

ベクトル・シグナル・アナライザ

　　　    ACコード
CMI：両側2本

DMI：片側1本 10turns

CMI:Fair-Rite:2643000801
DMI:Fair-Rite:2643000801
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６） コモンモード電流及びディファレンシャルモード電流測定法 

 

 

１階の西南部屋 西中壁側コンセント付

近で、左図のように、PLC モデムの電源

線 AC100V へ接続して測定した。 

 

 図 12 被測定場所でのカップラ設置状況 

 

 

７）コモンモード電流及びディファレンシャルモード電流測定用カップラ詳細写真 

 

 
 図 13 20dB カップラ写真 

 

測定では、左上から２番目を DMI 測定に

使用し、右下から２番目を CMI 測定に使

用した。 

較正は、CMI を主として実施した。 

 

左上から１番目は DMI 方向性測定用、 

右下から１番目はCMI方向性測定用のカ

ップラである。 
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６－３．測定機器の較正方法及び結果 

１） 較正方法 

① 測定用アンテナ 

標準電界法に準じて較正した。 

 

表 3 アンテナ較正表 

 
    
 

 

 

 
            図 14 アンテナ係数較正グラフ 

 

アンテナ係数の較正は、アンテナ測定時に使用した長さ 30m の RG-58A/U の周波数特

性及び能動アンテナの内部増幅器の特性に依存する事を考慮して実施した。較正した結

果を図 14 に示す。 

 

アンテナ係数は、較正した結果を図 14 に示す様に一次直線フィットより求めた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

アンテナ係数較正
周波数　MHz 2.5 4.5 7 14 20 30
アンテナ係数　dB/m -7.8 -4.8 -6 -5.4 -2 -1

-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 5 10 15 20 25 30 35

ア
ン

テ
ナ
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② 電流プローブ 

CISPR16-1-2 による伝達アドミッタンス測定法及び挿入損測定法を併用して較正

した。 

 

 

表 4 結合度－20dB カップラ＋減衰器 10dB の結合度測定及び較正 

 
 

接続法が決定しているので、カップラの結合度、各ケーブルの周波数特性による損失及

び各接続の挿入損などを含めて、総合的に較正した。 

 

カップラの結合度の補正は、今回使用した長さ 30m の RG-58A/U の周波数特性に依存

する補正が主となる。同軸ケーブルの周波数特性が、周波数が高くなるに従って、指数

関数的に減衰する事を考慮して、較正した結果を図 15 に纏めた。 

 

 
         図 15 電流測定用カップラ結合度補正 

 

カップラ結合度の補正は、図 15 に示す様に指数関数フィットにより行った。 

 

 

カップラ較正
周波数　MHｚ 2.2 5 10 15 20 25 30
結合度補正　dB 0.9 1.1 1.9 3.5 2.8 5.1 7.4

周波数　MHｚ 2.2 5 10 15 20 25 30

結合度　dB -30.9 -31.1 -31.9 -33.5 -32.8 -35.1 -37.4
電流換算　dBμ A 42.1 41.9 41.1 39.5 40.2 37.9 35.6
測定レベル　dBm -30.888 -31.113 -31.932 -33.475 -32.752 -35.135 -37.39
　　0dBm＝73dBμ A
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舟木回答 3/5 頁より 

 

 
 

舟木鑑定測定データより 

 

 
    AC-DC コンバータ 対策品事前確認測定結果（ループアンテナ） 
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２） 電界強度測定の測定下限 

①  電界強度の測定下限値は、測定器の測定下限値とアンテナ係数によって計算が可  

能である。PLC モデムが使用する短波帯の周波数に於いては、使用するアンテナ

の雑音指数にも関係するが、一般的にはこの雑音指数は無視出来るので、50Ωで終

端した測定器の測定下限値とアンテナ係数によって測定下限値が決定されると考

えてよい。 

② 今回測定に使用した電界強度の測定の測定下限値（DANL）を求める。 

測定器の実力値が－125dBm であり、アンテナ係数は図 14 より決定されるので、

DANLは、2MHzでは－125＋113－6.9＝－18.9dBμV/m、15MHz：－16.1dBμV/m、

25MHz：－13.9dBμV/m、30MHz：－12.8dBμV/m となる。これから分かる通り、

25MHz～30MHzを除き勧告 ITU-R P372に定義されているQuiet Rural未満の測

定下限値となる。（注：本報告書においては、勧告 ITU-R P372 に定める 4 種類の

電波雑音区分けについて、その中央値を参照している）。 

③ 周囲雑音の測定を実施する為には、勧告 ITU-R P.372 に定義されている Quiet 

Rural 未満の測定下限値を持つ測定系が必要である。即ち、RBW：10kHz におい

て、2MHz では－4.5dBμV/m 未満、15MHz では－12.0dBμV/m 未満、30MHz で

は－14.6dBμV/m 未満が測定に必要な条件である。 

④ 舟木鑑定書における測定器の設定では、測定器が Agilent E4440A、ループアンテ

ナが EMCO 6502 であるので、この場合の計算上の電界強度の測定の測定下限値は、 

DANL の代表値：～10MHz：－153dBm、 RBW:10kHz では－123dBm 

       10MHz～：－155dBm、 RBW:10kHz では－125dBm 

電界強度の測定の DANL は、 

2MHz では、－123＋113＋10.7+0.3＝1dBμV/m、 

15MHz では、－125＋113+10.5+0.8＝－0.7dBμV/m、 

30MHz では、－125＋113+7.7+1.07≒－3.2dBμV/m 

となり、勧告 ITU-R P.372 に定義する Rural 若しくは、それを超える電界強度は     

測定出来る事になる。 

⑤ 舟木鑑定の電界強度の測定データには、商用電源を使用した場合、即ち DC-AC コ

ンバータを使用しない場合の電波暗室における電界強度の測定下限値の具体的な

提示がされていない瑕疵がある。 

⑥ 舟木鑑定において、ループアンテナと DC-AC コンバータを使用した場合の電界強

度の測定下限値は、追加測定データより、2MHz では 34dBμV/m、15MHz では

20dBμV/m、30MHz では 18dBμV/m となり、勧告 ITU-R P.372 に定義する City

よりも高い事となり、City 未満の周囲雑音即ち、2MHz では 19.0dBμV/m 未満、

15MHz では 12.2dBμV/m 未満、30MHz では 9.9dBμV/m 未満の測定にも使用出来

ないものである。従って、勧告 ITU-R P.372 に定義する Residential 未満、Rural

未満及び Quiet Rural 未満の測定も、不可能である。 

更に、技術基準が目標とする漏洩電界の電界強度、即ち15MHz以下では28dBμV/m、

15MHz 以上では 18dB μV/m も測定不可能である。 

⑦ 舟木鑑定において、ループアンテナと DC-AC コンバータを使用した場合の電界強

度の測定下限値について、計算上の電界強度の測定下限値（前記④項）と DC-AC

コンバータを使用した場合の電界強度測定の測定下限値（前記⑥項）の比較により、

DC-AC コンバータを使用した場合に、「実地測定結果に影響ないレベルであること

を確認した」と言う結論は、得られない。舟木鑑定における同結論は意味不明と言

うべきものである。 
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① 舟木鑑定でモノポールアンテナ A.H.Systems SAS-550-1B を使用した場合の電界

強度の測定の計算上の測定下限値は、 

2MHz では、－123＋113＋2.3+0.3＝－7.4dBμV/m、 

15MHz では、－125＋113+2.5+0.8＝－8.7dBμV/m、 

30MHz では、－125＋113＋2.7+1.07≒－8.2dBμV/m 

となり、勧告 ITU-R P.372 に定義する Rural 若しくはそれを超える電界強度が測定

出来る事になる。 

② 舟木鑑定のモノポールアンテナを使用した場合の電界強度の測定データとして、商

用電源を使用した場合、即ち DC-AC コンバータを使用しない場合の電波暗室にお

ける電界強度の測定下限値が具体的に提示されていないという瑕疵がある。 

③ 舟木鑑定の DC-AC コンバータを使用した場合の電界強度の測定の測定下限値は、 

2MHz では 9dBμV/m 

15MHz では 8dBμV/m 

30MHz では 8dBμV/m 

となり、勧告 ITU-R P.372 に定義する City 若しくはそれを超える電界強度の測定

が可能となるが、City 未満の電界強度の測定には使用出来ない。 

④ 舟木鑑定では、モノポールアンテナを使用し、DC-AC コンバータを使用した場合

の電界強度の測定下限値には別の問題がある。即ち、舟木鑑定では、測定値を自動

修正した（2MHz～30MHz で 16dB の加算）為に測定下限値が大幅に劣化し、上記

③の測定下限値になった可能性がある。 

⑤ 舟木鑑定のモノポールアンテナを使用し、DC-AC コンバータを使用した場合のイ

ンバータ雑音の中で、6.5MHz 付近、18MHz 付近及び 25MHz 付近に雑音のピーク

がある。その中で、25MHz 付近の 10dB のピークは、電界強度の測定に影響を与

える可能性が大きく問題である。 

⑥ 舟木鑑定のモノポールアンテナとループアンテナを使用した場合の電界強度の測定

下限値（DANL）の差に関して 

・アンテナ係数の差   ：2MHz：+8.4dB、15MHz：＋8.0dB、30MHz：＋5.0dB 

・DANL の計算設定上の差：2MHz：+8.4dB、15MHz：＋8.0dB、30MHz：＋5.0dB 

・計算上とインバータの差：2MHz：+16.6dB、15MHz：＋4.1dB、30MHz：＋5.0dB 

・DC-AC インバータの差 ：2MHz：+25dB、15MHz：＋12dB、30MHz：＋10dB 

（この場合、ループアンテナでのレンジ設定を、20dB 上げて設定している事を

示唆している） 

以上については、モノポールアンテナの値を主としたループアンテナの値との差で

ある。 

アンテナ係数の差（10dB 未満）からは、モノポールアンテナの感度が高いと言う

結論は、得られない。 

⑦ 舟木鑑定において、モノポールアンテナと DC-AC コンバータを使用した場合の電

界強度の測定下限値について、計算上の電界強度の測定下限値（前記⑧項）と DC-AC

コンバータを使用した場合の電界強度の測定下限値（前記⑩項）の比較により、

DC-AC コンバータを使用した場合に、「実地測定結果に影響ないレベルであること

を確認した」と言う結論は、得られない。舟木鑑定における同結論は意味不明と言

うべきものである。 

⑧ 舟木鑑定のモノポールアンテナを使用した電界強度の測定では、周囲雑音の測定時

の測定下限値が高過ぎ、勧告 ITU-R P.372に定義するResidential、Rural及びQuiet 

Rural の周囲雑音の測定は不可能である。 
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７．測定結果 

７－１．測定条件と結果 

 

１） 本報告書へ掲載する測定結果は、測定を行って表示された結果を TIFF ファイルに

したデータからグラフ化したものと、その TIFF 表示をトリミングして圧縮した波

形に纏めた物とがある。 

測定結果として纏めたデータは、CD-ROM に収録した。 

２） 周囲雑音測定、PLC モデムからの漏洩電界強度測定、コモンモード電流測定及び

ディファレンシャルモード電流測定は、RBW10kHz の設定で実施した。 

RBW9kHz との測定値の差は、0.5dB である。 

３） 周囲雑音測定、PLC モデムからの漏洩電界強度測定、コモンモード電流測定及び

ディファレンシャルモード電流測定は、Positive Peak検波、Continuous Peak Hold、

平均化 10 回以上の測定という設定条件で実施した。 

PLC モデムは、OFDM（直交周波数分割多重）伝送方式、スペクトル拡散伝送方

式等デジタル変調であるので、尖頭値検波し MAX.HOLD して測定する必要がある。 

４） PLC モデムからの漏洩電界強度測定、コモンモード電流測定及びディファレンシ

ャルモード電流測定には、他の通信波及び信号波等と区別する為に、内部トリガー

を掛けて測定をした。 

５） 周囲雑音に限り、Normal 検波、RMS 平均化を 20 回に設定した測定を追加して

実施した。 

勧告 ITU-R P.372 の電波雑音の定義に合致する測定方法とした。 

６） 測定周波数範囲は、2MHz～30MHz 間を 7MHz 毎に 4 分割して測定した。 

これは、使用した測定器ベクトルシグナルアナライザのベクトルモードで測定した

ベースバンドは 10MHz であるが、2MHz 以上でのリアルタイム測定周波数の幅が

最大 7MHz であるので、測定対象周波数帯域を 7MHz 幅に 4 分割しなければなら

なかった結果である。 

また、この測定器は、PLC モデムで使っているベクトル変調などの伝送方式の信

号解析にも使った。 
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７－２．周囲雑音測定（横浜市金沢区内の木造戸建住宅 A 点） 

１） 周囲雑音：RMS  

 

 
 （縦軸のレベル表示は 10dBm/DIV、電力を電界強度へ換算した概略値を dBμV/m で  

   示す） 

 図 16 周囲雑音測定（RMS) 横浜市金沢区内の木造戸建住宅 

 

① 周囲雑音（電波雑音）には、空電等による自然雑音と人間の活動に依存する人工雑

音が存在する事と、無線通信にとって電波雑音とは国際電気通信連合の勧告 ITU-R 

P.372 に定められているものであり，意図的に放射し情報を送受している放送波や

通信波は含まれない，という事が世界共通の理解である事をふまえ、測定した波形

から判断して、周囲雑音図をプロットする事とした。 

② 例として上図 16 より、25MHz 付近の周囲雑音レベルは測定下限値の－125dBm で

ある。図 14 よりアンテナ係数が－1.9dB/m であるので、電界強度に換算すると 

－13.9dBμV/m となり、勧告 ITU-R P.372 の Quiet Rural レベル相当となる。 

③ 舟木鑑定書の 7-1-2-2 の周囲雑音の RMS 値の測定では、10MHz 未満では、アンテ

ナの同軸ケーブルの外皮に誘起された高周波雑音が周囲雑音として測定されている

事が、図 16 との比較から分かる。 

④ 図 16 の測定時には、本報告書６－１．５）項「同軸コモンモードフィルタ」を使

用して測定している。 
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２） 周囲雑音：尖頭値（Peak 値） 

 

 
 （縦軸のレベル表示は 10dBm/DIV、電力を電界強度に換算した概略値を dBμV/m で 

   示す） 

 図 17 周囲雑音測定（尖頭値) 横浜市金沢区内の木造戸建住宅 

 

① 周囲雑音測定で尖頭値を測定した事は、PLC モデムがデジタル変調を用いた伝送方

式であるので、正確な電界強度を測定する場合の比較として必須であるからである。 

② 例として、25MHz 付近の周囲雑音の尖頭値は－115dBm であり、図 14 よりアンテ

ナ係数が－1.9dB/m であるので、電界強度に換算すると－3.9dBμV/m となる。 

③ 舟木鑑定書の 7-1-2-1 の周囲雑音の尖頭値測定では、10MHz 未満ではアンテナの同

軸ケーブルの外皮に誘起された高周波雑音が周囲雑音として測定されている事が、

図 17 との比較から分かる。 

④ 図 17 の測定時には、本報告書６－１．５）項「同軸コモンモードフィルタ」を使

用して測定している。 
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３） 周囲雑音と勧告 ITU-R P.372 の電波雑音（周囲雑音）比較 

 

 
   図 18 周囲雑音測定と勧告 ITU-R P.372 の電波雑音（周囲雑音）比較 

 

① 周囲雑音は、以下の定義により、測定データからプロットして図表に纏めた。 

 

・周囲雑音には、空電等による自然雑音と人間の活動に依存する人工雑音が存在する。 

勧告 ITU-R P.372 では，電波雑音 (radio noise) を下記のように定義している。 
 

Recommendation ITU-R P.372 provides data on radio noise external to the radio 

receiving system which derives from the following causes: 

– radiation from lightning discharges (atmospheric noise due to lightning); 

– aggregated unintended radiation from electrical machinery, electrical and 

electronic equipments, power transmission lines, or from internal combustion 

engine ignition (man-made noise); 

– emissions from atmospheric gases and hydrometeors; 

– the ground or other obstructions within the antenna beam; 

– radiation from celestial radio sources. 

  

・無線通信にとって周囲雑音とは国際電気通信連合の勧告 ITU-R P.372 に定められて

いるもの（電波雑音）であり，意図的に放射し情報を送受している放送波や通信波は

含まれない，という事が世界共通の理解である。 
 

② 測定結果から、横浜市金沢区内の木造戸建住宅に於ける周囲雑音は、勧告 ITU-R 

P.372 に定義される Residential 相当が 2MHz 付近、Rural 相当が 2～7MHz であ

り、Quiet Rural 相当が 7MHz 以上である。 
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４） 技術基準の基となる情報通信審議会答申及び舟木鑑定の横須賀市 YRP での周囲雑

音測定についての所見 

 

① 周囲雑音測定に於ける田園環境の標準的な住宅環境として情報通信審議会答申の

92/101 頁に横須賀市 YRP が記載されている。その住宅は、平成 22 年 11 月 15 日

に実施した実地測定の神奈川県横須賀市 YRP センター1 番館に隣接した簡易鉄骨

プレハブ住宅が該当し、フロアガイドに示す様に、周りが研究用施設である鉄筋コ

ンクリート製ビルに囲まれ、大型空調機等が稼働していて準工業地帯に該当する周

囲雑音レベルが過大な場所に存在する住宅である。 

従って、日本の一般的な住宅環境としては、全く認められないものである。 

更に、情報通信審議会答申の 92/101 頁「（YRP は）田園環境に近いと考えられる」。

という記載には、大きな誤認があると言わざるを得ない。 

② 平成 22 年 11 月 15 日に実施した実地測定時に、測定系の電源ケーブルへフェライ

トクランプ（LUTHI 社製 FTC40x15E 2 台を直列に挿入）を追加した事は、過大

な高周波雑音が重畳した AC100V 電源を使用した事になる。 

即ち、電源ラインに伝導する高周波雑音が過大な準工業地帯の AC100V 電源を使用

したと等価になる。 

この電源を使用する場合、電源ラインに伝導する高周波雑音を 40dB 程度減衰させ

る事が必要となる。一方、このフェライトクランプ 2 台では、2MHz 以上で 20dB

程度のコモンモード雑音の減衰しかなく、2 台を追加して合計 4 台使用する必要が

あった。但し、ディファレンシャルモード雑音には効果が低く、必要とする減衰量

の確保は困難である。 

この様な場合には、ノイズカットトランスやノイズアイソレーショントランスを使

用して、2MHz 以上のコモンモード及びディファレンシャルモード雑音の減衰量を

40dB 程度確保する事が必要である。 

③ モノポールアンテナへフェライトクランプの追加については、MIL-STD-461F の

106 頁に図 9 の様に記載されている。 

このアンテナ用フェライトクランプを PLC モデムで使われている周波数帯で効果

がある装置を使う必要がある場合には、本報告書６－１．５）項「同軸コモンモー

ドフィルタ」を使用する事により、高周波雑音を、2MHz 以上で 18dB 以上減衰さ

せる事が出来る。この様な準工業地帯等の測定時には必要不可欠な装置である。 
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７－３．PLC モデムからの漏洩雑音測定（横浜市金沢区内の木造戸建住宅 A 点） 

７－３－１．パナソニック 

１）パナソニック PLC モデムからの漏洩雑音 

 

 
（縦軸のレベル表示は、10dBm/DIV、電力を電界強度に換算した概略値を dBμV/m で 

  示す） 

 図 19 パナソニック PLC モデムからの漏洩雑音測定 

 

① 図 17 と比較すると、PLC モデムから周囲雑音を 10dB 以上の超過する漏洩雑音が

存在する事が良く分かる。その最大値は約 40dBμV/m である。これは、舟木鑑定書

においても同程度の漏洩雑音が測定されている事と矛盾しない。 

② 舟木鑑定書の 7-2-2-1-1 と比較すると、図 19 の測定結果では、ノッチの位置（例：

21MHz 付近）が容易に分かる。 

③ 舟木鑑定の 7-2-2-1-1 の漏洩電界強度測定のモノポールアンテナによる測定では、

10MHz 未満ではアンテナの同軸ケーブルの外皮に誘起された高周波雑音を周囲雑

音として測定している事が、図 19 との比較から分かる。 

④ 図 19 の測定時には、本報告書６－１．５）項「同軸コモンモードフィルタ」を使

用して測定している。 
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２）パナソニック PLC モデムからの漏洩雑音と周囲雑音との比較 

 

 
  図 20 パナソニック PLC モデムからの漏洩雑音と周囲雑音との比較 

 

① PLC モデムからの漏洩雑音は、横浜市金沢区の住宅地の周囲雑音より約 30dB 超過

している事が良く分かる。 

② この事実は、情報通信審議会答申 16/101 頁に示される基本方針「屋内に設置され

た高速 PLC 設備から漏洩する電波の強度を離隔距離において周囲雑音レベル程度

以下に制限する」に大きく反している。即ち、PLC 技術基準は、その目的である無

線通信との共存（無線通信を保護ししつ PLC を運用する事）が出来ない。 
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７－３－２．バッファロー 

１） バッファローPLC モデムからの漏洩雑音 

 

 
（縦軸のレベル表示は、10dBm/DIV、電力を電界強度に換算した概略値を dBμV/m で 

  示す） 

 図 21 バッファローPLC モデムからの漏洩雑音測定 

 

① 図 17 と比較すると、PLC モデムから周囲雑音を 10dB 以上超過する漏洩雑音があ

る事が良く分かる。その最大値は約 40dBμV/m である。これは、舟木鑑定書におい

ても同程度の漏洩雑音が測定されている事と矛盾しない。 

② 舟木鑑定書の 7-2-2-2-1 と比較すると、図 21 の測定結果では、ノッチの位置（例：

21MHz 付近）が容易に分かる。 

③ 舟木鑑定の 7-2-2-2-1 の漏洩電界強度測定のモノポールアンテナによる測定では、

10MHz 未満でアンテナの同軸ケーブルの外皮に誘起された高周波雑音を周囲雑音

として測定している事が、図 21 と比較出来る。 

④ 図 21 の測定時には、本報告書６－１．５）項「同軸コモンモードフィルタ」を使

用して測定している。 
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２）バッファローPLC モデムからの漏洩雑音と周囲雑音との比較 

 

 
   図 22 バッファローPLC モデムからの漏洩雑音と周囲雑音との比較 

 

① PLC モデムからの漏洩雑音は、横浜市金沢区の住宅地の周囲雑音より約 30dB 超過

している事が良く分かる。 

② この事実は、情報通信審議会答申 16/101 頁に示される基本方針「屋内に設置され

た高速 PLC 設備から漏洩する電波の強度を離隔距離において周囲雑音レベル程度

以下に制限する」に大きく反している。即ち、PLC 技術基準は、その目的である無

線通信との共存（無線通信を保護ししつ PLC を運用する事）が出来ない。 
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７－３－３．シャープ 

１） シャープ PLC モデムからの漏洩雑音 

 

 
（縦軸のレベル表示は、10dBm/DIV、電力を電界強度に換算した概略値を dBμV/m で 

  示す） 

      図 23 シャープ PLC モデムからの漏洩雑音測定 

 

① 図 17 と比較すると、PLC モデムからの漏洩雑音は、周囲雑音より 10dB 以上超過

している事が良く分かる。その最大値は約 35dBμV/m である。これは、舟木鑑定書

においても報告されている漏洩雑音よりやや低い。 

② 舟木鑑定書の 7-2-2-3-1 と比較すると、図 23 の測定結果では、ノッチの位置（例：

21MHz 付近）が容易に分かる。 

③ 舟木鑑定の 7-2-2-3-1 の漏洩電界強度測定のモノポールアンテナによる測定では、

10MHz 未満では、アンテナの同軸ケーブルの外皮に誘起された高周波雑音を周囲

雑音として測定している事が、図 23 との比較から分かる。 

④ 図 23 の測定時には、本報告書６－１．５）項「同軸コモンモードフィルタ」を使

用して測定している。 
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２）シャープ PLC モデムからの漏洩雑音と周囲雑音との比較 

 

 
  図 24 シャープ PLC モデムからの漏洩雑音と周囲雑音との比較 

 

① PLC モデムからの漏洩雑音は、横浜市金沢区の住宅地の周囲雑音より 20dB 以上超

過している事が良く分かる。 

② この事実は、情報通信審議会答申 16/101 頁に示される基本方針「屋内に設置され

た高速 PLC 設備から漏洩する電波の強度を離隔距離において周囲雑音レベル程度

以下に制限する」に大きく反している。即ち、PLC 技術基準は、その目的である無

線通信との共存（無線通信を保護ししつ PLC を運用する事）が出来ない。 
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７－４．コモンモード電流及びディファレンシャルモード電流測定 

７－４－１．パナソニック PLC モデム 

１） パナソニック PLC モデムからのコモンモード電流測定 

 

 
（縦軸のレベル表示は、10dBm/DIV、電力を電流に換算した概略値を dBμA で示す） 

     図 25 パナソニック PLC モデムからのコモンモード電流測定 

 

① 図 25 では、ノッチがある周波数帯、即ち 3.5MHz 帯、3.8MHz 帯、7MHz 帯、10MHz

帯、14MHz 帯、18MHz 帯、21MHz 帯、24MHz 帯及び 28MHz 帯が良く分かる。 

但し、非常通信周波数である 4630kHz にノッチが設定されていない事は、大問題

である。 

② 舟木鑑定書の 7-3-1-4 の緑色グラフの CMI では、上記のノッチの周波数帯の中で

3.5MHz 帯、3.8MHz 帯及び 7MHz 帯のノッチが分からない。 

③ 舟木鑑定書の 7-3-1-4 の緑色グラフの CMI は、ノッチが存在する周波数付近にノッ

チが見当たらない、判別困難又はノッチの減衰が 20dB 未満の為に、測定器が飽和

している事が分かる。 

④ 舟木鑑定書の 7-3-1-4 の緑色グラフの CMI と図 25 の CMI とを比較すると、図 25

の CMI の測定では、測定器が飽和していない事が良く分かる。 
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２） パナソニック PLC モデムからのディファレンシャルモード電流測定 

 

 
（縦軸のレベル表示は、10dBm/DIV、電力を電流に換算した概略値を dBμA で示す） 

 図 26 パナソニック PLC モデムからのディファレンシャルモード電流測定 

 

① 図 26 では、ノッチがある周波数帯、即ち 3.5MHz 帯、3.8MHz 帯、7MHz 帯、10MHz

帯、14MHz 帯、18MHz 帯、21MHz 帯、24MHz 帯及び 28MHz 帯が良く分かる。 

ノッチの位置及び深さについては、総務大臣準備書面（26）2 の図 1 も参照の事。 

但し、非常通信周波数である 4630kHz にノッチが設定されていない事は、大問題

である． 

② 舟木鑑定書の 7-3-1-4 の赤色グラフの DMI では、上記のノッチの周波数帯の中で

24MHz 帯及び 28MHz 帯のノッチが分かり難い。 

③ 舟木鑑定書の 7-3-1-4 の赤色グラフの DMI と比較すると、図 26 の DMI の測定（本

測定）では、測定器が飽和していない事が良く分かる。 

④ 舟木鑑定書の 7-3-1-4 の赤色グラフの DMI は、ノッチが存在する周波数付近にノッ

チの存在が解り難いか又はノッチの減衰が 20dB 未満となっており、舟木測定では

測定器が飽和していた事が分かる。 

⑤ 舟木鑑定書の 7-3-1-4 の赤色グラフの DMI の 2MHz 付近のレベルが、図 26 の測定

と比較して、20dB 以上上昇している事は、測定器の増幅器が 2～10MHz では、半

飽和状態を示唆しており、10～30MHz では、上記④項により飽和している。 
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３）パナソニック PLC モデムからの CMI/DMI と漏洩雑音による CMI 

  

   図 27 パナソニック PLC モデムからの CMI/DMI と漏洩雑音による CMI 

 

① 測定した PLC モデムからの漏洩雑音による CMI は、情報通信審議会答申 86/101

頁に記載されている計算式より算出した結果である。 

2～10MHz：Icom(max)＝Ep+20 ------------------------------------------- 数式 1 

各パラメータ：L=18dB、A=17dB、Z=15dBΩ/m、K=0dB 

  10～30MHz：Icom(max)＝Ep+8  ------------------------------------------- 数式 2 

  各パラメータ：L=14dB、A=10dB、Z=16dBΩ/m、K=0dB 

② 測定した PLC モデムからの漏洩雑音による CMI と CMI 測定及び DMI 測定を比較

すると、12MHz 未満では、計算された CMI が測定された CMI を大幅に上回って

いる事から DMI から変換された CMI が漏洩電界に主として寄与し、12MHz 以上

では DMI から変換されたもの、若しくは、PLC モデムが注入した CMI が漏洩電界

に寄与している事が推察される。 

③ 測定した PLC モデムからの漏洩雑音による CMI 値と CMI 測定値の比較から、計

算式の 2～10MHz でのパラメータ A の値は、10～30MHz と同等即ち 10dB 又は更

に小さい値にすべきである。何故なら、建築物の遮蔽損失は短波帯では同等にすべ

きであり、木造家屋では、多くても 6dB 程度迄である。 

④ 舟木鑑定のコモンモード電流の測定及びディファレンシャルモード電流の測定は、

測定器が過大入力で飽和しているので、その結果を用いて PLC モデムからの電流

について信頼のおける結論を導く事は出来ない。 
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７－４－２．バッファロー 

１） バッファローPLC モデムからのコモンモード電流測定 

 

 

（縦軸のレベル表示は、10dBm/DIV、電力を電流に換算した概略値を dBμA で示す） 

     図 28 バッファローPLC モデムからのコモンモード電流測定 

 

① 図 28 では、ノッチがある周波数帯、即ち 3.5MHz 帯、3.8MHz 帯、7MHz 帯、10MHz

帯、14MHz 帯、18MHz 帯、21MHz 帯、24MHz 帯及び 28MHz 帯が良く分かる。 

但し、非常通信周波数である 4630kHz にノッチが設定されていない事は、大問題

である。 

② 舟木鑑定書の 7-3-1-5 の緑色グラフの CMI では、上記のノッチの周波数帯の中で

3.5MHz 帯、3.8MHz 帯及び 7MHz 帯のノッチが分からない。 

③ 舟木鑑定書の 7-3-1-5 の緑色グラフの CMI は、ノッチが存在する周波数付近にノッ

チが見当たらない、判別困難又はノッチの減衰が 20dB 未満の為に、測定器が飽和

している事が分かる。 

④ 舟木鑑定書の 7-3-1-5 の緑色グラフの CMI と図 28 の CMI とを比較すると、図 28

の CMI の測定では、測定器が飽和していない事が良く分かる。 
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２） バッファローPLC モデムからのディファレンシャルモード電流測定 

 

 

 （縦軸のレベル表示は、10dBm/DIV、電力を電流に換算した概略値を dBμA で示す） 

 図 29 バッファローPLC モデムからのディファレンシャルモード電流測定 

 

① 図 29 では、ノッチがある周波数帯、即ち 3.5MHz 帯、3.8MHz 帯、7MHz 帯、10MHz

帯、14MHz 帯、18MHz 帯、21MHz 帯、24MHz 帯及び 28MHz 帯が良く分かる。 

ノッチの位置及び深さについては、総務大臣準備書面（26）2 の図 1 も参照の事。 

但し、非常通信周波数である 4630kHz にノッチが設定されていない事は、大問題

である． 

② 舟木鑑定書の 7-3-1-5 の赤色グラフの DMI では、上記のノッチの周波数帯の中で

24MHz 帯及び 28MHz 帯のノッチが分からない。 

③ 舟木鑑定書の 7-3-1-5 の赤色グラフの DMI と比較すると、図 29 の DMI の測定で

は、測定器が飽和していない事が良く分かる。 

④ 舟木鑑定書の 7-3-1-5 の赤色グラフの DMI は、ノッチが存在する周波数付近にノッ

チの存在が解り難いか又はノッチの減衰が 20dB 未満の為に、測定器が飽和してい

る事が分かる。 

⑤ 舟木鑑定書の 7-3-1-5 の赤色グラフの DMI の 2MHz 付近のレベルが、図 29 の測定

と比較して、20dB 以上上昇している事は、測定器の増幅器が 2～10MHz では、半

飽和状態を示唆しており、10～30MHz では、上記④項により飽和している。 
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３）バッファローPLC モデムからの CMI/DMI と漏洩雑音による CMI 

 

  図 30 バッファローPLC モデムからの CMI/DMI と漏洩雑音による CMI 

 

① 測定した PLC モデムからの漏洩雑音による CMI は、情報通信審議会答申 86/101

頁に記載されている計算式により算出した結果である。 

2～10MHz：Icom(max)＝Ep+20 ------------------------------------ 数式１ 

 各パラメータ：L=18dB、A=17dB、Z=15dBΩ/m、K=0dB 

 10～30MHz：Icom(max)＝Ep+8  ------------------------------------ 数式 2 

  各パラメータ：L=14dB、A=10dB、Z=16dBΩ/m、K=0dB 

② 測定した PLC モデムからの漏洩雑音による CMI と CMI 測定及び DMI 測定を比較

すると、12MHz 未満では、計算された CMI が測定された CMI を大幅に上回って

いる事から DMI から変換された CMI が漏洩電界に主として寄与し、12MHz 以上

では DMI から変換されたもの、若しくは、PLC モデムが注入した CMI が漏洩電界

に寄与している事が推察される。 

③ 測定した PLC モデムからの漏洩雑音による CMI 値と CMI 測定値の比較から、計

算式の 2～10MHz でのパラメータ A の値は、10～30MHz と同等即ち 10dB 又は更

に小さい値にすべきである。何故なら、建築物の遮蔽損失は短波帯では同等にすべ

きであり、木造家屋では、多くても 6dB 程度迄である。 

④ 舟木鑑定のコモンモード電流の測定及びディファレンシャルモード電流の測定は、

測定器が過大入力で飽和しているので、その結果を用いて PLC モデムからの電流

について信頼のおける結論を導く事は出来ない。 
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７－４－３．シャープ 

１） シャープ PLC モデムからのコモンモード電流測定 

 

 

（縦軸のレベル表示は、10dBm/DIV、電力を電流に換算した概略値を dBμA で示す） 

 図 31 シャープ PLC モデムからのコモンモード電流測定 

 

① 図 31 では、ノッチがある周波数帯、即ち 3.5MHz 帯、3.8MHz 帯、7MHz 帯、10MHz

帯、14MHz 帯、18MHz 帯、21MHz 帯、24MHz 帯及び 28MHz 帯が良く分かる。 

但し、非常通信周波数である 4630kHz にノッチが設定されていない事は、大問題

である。 

② 舟木鑑定書の 7-3-1-6 緑色グラフの CMI では、上記のノッチの周波数帯の中で

3.5MHz 帯、3.8MHz 帯、7MHz 帯及び 21MHz 帯のノッチが分から無い。 

③ 舟木鑑定書の 7-3-1-6 の緑色グラフの CMI は、ノッチが存在する周波数付近にノッ

チが見当たらない、判別困難又はノッチの減衰が 20dB 未満の為に、測定器が飽和

している事が分かる。 

④ 舟木鑑定書の 7-3-1-6 の緑色グラフの CMI と図 31 の CMI とを比較すると、図 31

の CMI の測定では、測定器が飽和していない事が良く分かる。 
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２）シャープ PLC モデムからのディファレンシャルモード電流測定 

 

 

 （縦軸のレベル表示は、10dBm/DIV、電力を電流に換算した概略値を dBμA で示す） 

 図 32 シャープ PLC モデムからのディファレンシャルモード電流測定 

 

① 図 32 では、ノッチがある周波数帯、即ち 3.5MHz 帯、3.8MHz 帯、7MHz 帯、10MHz

帯、14MHz 帯、18MHz 帯、21MHz 帯、24MHz 帯及び 28MHz 帯が良く分かる。 

ノッチの位置及び深さについては、総務大臣準備書面（26）2 の図 1 も参照の事。 

但し、非常通信周波数である 4630kHz にノッチが設定されていない事は、大問題

である． 

② 舟木鑑定書の 7-3-1-6 の赤色グラフの DMI では、上記のノッチの周波数帯の中で

24MHz帯及び 28MHz帯のノッチの減衰が 10dB程度と本来のノッチの深さに比し

て過尐である。 

③ 舟木鑑定書の 7-3-1-6 の赤色グラフの DMI と比較すると、図 32 の DMI の測定で

は、測定器が飽和していない事が良く分かる。 

④ 舟木鑑定書の 7-3-1-6 の赤色グラフの DMI は、ノッチが存在する周波数付近にノッ

チの存在が解り難いか又はノッチの減衰が 20dB 未満の為に、測定器が飽和してい

る事が分かる。 

⑤ 舟木鑑定書の 7-3-1-6 の赤色グラフの DMI の 2MHz 付近のレベルが、図 32 の測定

と比較して、20dB 以上上昇している事は、測定器の増幅器が 2～10MHz では、半

飽和状態を示唆しており、10～30MHz では、上記④項により飽和している。 

 



 67 / 72 

 

舟木鑑定書 98/107 頁より 

７－４－２－３ 
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３）シャープ PLC モデムからの CMI/DMI と漏洩雑音による CMI 

 

   図 33 シャープ PLC モデムからの CMI/DMI と漏洩雑音による CMI 

 

① 測定した PLC モデムからの漏洩雑音による CMI は、情報通信審議会答申 86/101

頁に記載されている計算式から算出した結果である。 

2～10MHz：Icom(max)＝Ep+20 ---------------------------------------- 数式 1 

 各パラメータ：L=18dB、A=17dB、Z=15dBΩ/m、K=0dB 

 10～30MHz：Icom(max)＝Ep+8  --------------------------------------- 数式 2 

  各パラメータ：L=14dB、A=10dB、Z=16dBΩ/m、K=0dB 

② 測定した PLC モデムからの漏洩雑音による CMI と CMI 測定及び DMI 測定を比較

すると、12MHz 未満では、計算された CMI が測定された CMI を大幅に上回って

いる事から DMI から変換された CMI が漏洩電界に主として寄与し、12MHz 以上

では DMI から変換されたもの、若しくは、PLC モデムが注入した CMI が漏洩電界

に寄与している事が推察される。 

③ 測定した PLC モデムからの漏洩雑音による CMI 値と CMI 測定値の比較から、計

算式の 2～10MHz でのパラメータ A の値は、10～30MHz と同等即ち 10dB 又は更

に小さい値にすべきである。何故なら、建築物の遮蔽損失は短波帯では同等にすべ

きであり、木造家屋では、多くても 6dB 程度迄である。 

④ 舟木鑑定のコモンモード電流の測定及びディファレンシャルモード電流の測定は、

測定器が過大入力により飽和しているので、その結果を用いて PLC モデムからの

電流について信頼のおける結論を導く事は出来ない。 
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７－５．総合所見 

 

１） 無線通信にとって周囲雑音とは、国際電気通信連合の勧告 ITU-R P.372 に定めら

れているもの（電波雑音）であり、意図的に放射し情報を送受している放送波や通

信波は含まれない、という事が世界共通の理解である。また、同等の定義を JIS も

採用している。従って、舟木鑑定は、国内および国際標準とはかけ離れた周囲雑音

の定義に基づいて測定が実施されたと言える。 

２） 横浜市金沢区の住宅地における周囲雑音は、7MHz 未満では勧告 ITU-R P.372 の

Rural に相当し、7MHz 以上では Quiet Rural に相当する事が分かった。 

３） 周囲雑音測定に於ける田園環境の標準的な住宅環境としては、情報通信審議会答申

の 92/101 頁に横須賀市 YRP が記載されている。当該測定を実施した家屋は、平成

22 年 11 月 15 日に実施した実地測定の神奈川県横須賀市 YRP センター1 番館に隣

接した簡易鉄骨プレハブ住宅が該当し、フロアガイドで示す様に、周りが研究用施

設である鉄筋コンクリート製ビルに囲まれ、大型空調機等が稼働しており準工業地

帯に該当する周囲雑音レベルが過大な場所である。この場所の周囲雑音レベルを代

表値として技術基準の漏洩電界目標値にした事は、明白に間違いである。 

従って、準工業地帯相当の周囲雑音にも拘らず情報通信審議会答申の 92/101 頁に

おいて、「田園環境に近い」とした事は、極めて大きな瑕疵である。よって、広帯域

電力線搬送通信設備の技術基準の漏洩雑音目標値を大幅に厳しい方向に見直す必要

がある。 

また、平成 22 年 11 月 15 日に実施した実地測定時に、測定器類の電源 AC100V ラ

インへフェライトクランプ 2 段追加する必要があった程、電源ラインの高周波の伝

導雑音が高かった事実も問題である。 

４） PLC モデムメーカの「自主的措置」により PLC モデムにノッチが設定されている

周波数帯に、非常通信周波数である 4630kHz が含まれていない事は、災害時等の

非常通信が必要な時に PLC モデムからの漏洩電波が通信妨害となって、人命救助

等一刻を争う非常時に支障が発生する可能性が充分にあり危機管理上大問題である。 

５） PLC モデムからの漏洩雑音電界強度の測定は、PLC モデムがデジタル変調を使用

した伝送方式であるので、Peak 値で評価すべきである。 

６） コモンモード電流（CMI)及びディファレンシャルモード電流（DMI)と PLC モデ

ムからの漏洩雑音電界強度をコモンモード電流に変換する情報通信審議会答申

86/101 頁に記載されている計算式から、図 27、図 30、図 33 に示した事により、

12MHz 未満では、主に DMI から変換された CMI が主として漏洩電波に寄与し、

12MHz 以上では、DMI から変換された CMI 若しくは PLC モデムが電力線に注入

した CMI が漏洩電波に寄与している事が分かった。 
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７） 舟木鑑定について 

① 周囲雑音測定時の電界強度の測定下限値が過大であるので、勧告 ITU-R P.372 に定

義された電波雑音（周囲雑音）の区分けを測定可能なものでは無い。 

② コモンモード電流の測定及びディファレンシャルモード電流の測定では、測定器が

過大入力により飽和しているので、その結果を用いて PLC モデムからの電流につ

いて信頼のおける結論は、得られない。 

③ それにもかかわらず、測定下限値を大幅に超過する PLC モデムからの漏洩電波が

測定されている。 

８） 従って、今回の実施測定から、日本の PLC モデムを使用すると、35dBμV/m を超

える極めて高い漏洩電波が発生し、技術基準の目的である無線通信と PLC との共

存（無線通信を保護ししつ PLC を運用する事）が出来ず、技術基準に重大な瑕疵

がある事が明白となった。 

 


